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平成３０年１２月三種町議会定例会会議録 

 平成３０年１２月１２日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     １番  三 浦   敦    ２番  平 賀   真 

     ３番  伊 藤 千 作    ４番  大 山 善治郎 

     ５番  児 玉 信 長    ６番  清 水 欣 也 

     ７番  加 藤 彦次郎    ８番  後 藤 栄美子 

     ９番  成 田 光 一   １０番  大 澤 和 雄 

    １１番  高 橋   満   １２番  工 藤 秀 明 

    １３番  堺 谷 直 樹   １４番  安 藤 賢 藏 

    １５番  小 澤 高 道   １６番  金 子 芳 継 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

     ５番  児 玉 信 長 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  田 川 政 幸  副 町 長  檜 森 定 勝

教 育 長  鎌 田 義 人  総 務 課 長  石 井 靖 紀

企 画 政 策 課 長  金 子  孝  税 務 課 長  佐 々 木 恭 一

町 民 生 活 課 長  高 橋  泉  福 祉 課 長  加 賀 谷  司

健 康 推 進 課 長  金 子 英 人  農 林 課 長  寺 沢 梶 人

商工観光交流課長  桜 庭 勇 樹  建 設 課 長  進 藤  敦

上 下 水 道 課 長  近 藤 光 明  琴 丘 総 合 支 所 長  近 藤 吉 弘

山 本 総 合 支 所 長  後 藤  誠  会 計 課 長  佐 々 木 里 史

教 育 次 長  畠 山 広 栄  農業委員会事務局長  信 太 清 勝

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  平 澤 仁 美  議会事務局長補佐  石 井  透

議 会 事 務 局 主 査  池 内 和 人     
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一、本日の会議に付した事件 

 日程に同じ 

 

議長 金子芳継は、平成３０年１２月１２日、出席議員が定足数に達したので、本会議

を開会する旨宣告した。（午前１０時００分 開会） 

 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 おはようございます。 
 ただいまの出席議員数は１６名であり、定足数に達しております。 

 本日の会議を開きます。 
 日程第７．一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 １０番、大澤和雄議員。１０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 おはようございます。私からは、さきに通告しております２点について質

問をさせていただきます。 

 まず初めに、空き家対策についてであります。 
 適切な管理が行われていない空き家で特に、倒壊等著しく保安上危険な状

態で衛生上有害となっている状態の特定空き家に対して、何とかしてほしい

という声が町民から寄せられております。 
 町に対しても空き家に対する苦情や相談等が寄せられ、その対応に苦慮し

ておられることと思っております。 

 空き家等対策の推進に関する特別措置法では、従来、代執行できなかった

所有者が確知できないケースも代執行できることとなりました。さらに、所

有者を特定する際、従来、目的外使用となり、使うことのできなかった固定

資産税の課税情報を内部利用できることになりました。代執行に積極的に踏

み切ることには、弊害として最終的にこうした措置がとられることがわかっ

ているとしたらみずから動かず自治体による措置がとられるに任せる所有者

が出てくることも懸念されますけれども、措置法を踏まえた対応や、三種町

空き家等の適正管理に関する条例に基づいた助成制度の活用など積極的に推

進していかなければならないものと考えております。 
 全国的には本町のように空き家の除去費への補助のほか、土地建物を自治

体に寄付する条件で空き家の公費による除去を進めた自治体もあります。こ

の公費投入にはモラルハザードの問題も出てくることも懸念されることか

ら、あくまでも自主的除去を原則とし、公費投入に踏み切る場合は地域に

とってどういう手法が有効なのか十分検討しなければならないものと考えて

おりますけれども、これらのことを踏まえた上で今後の空き家対策について

伺いたいと思います。 

 また、三種町空き家情報登録制度、いわゆる空き家バンクの利用状況はど

のようになっているのか伺いたいと思います。 
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 次に、２番目の作況指数についてであります。 

 米の作柄を示す指標である作況指数は、１０アール当たりの平年の収量を

１００として、その年の１０アール当たりの収量を数値であらわすもので、

平年の収量は過去の収量をもとに、気象の影響や栽培技術の進歩を加味して

農林水産省が推定しております。 
 作況指数に応じて作柄の良否が決められており、１０６以上が良、１０２

から１０５がやや良、９９から１０１が平年並み、９５から９８がやや不

良、９４以下が不良、９０以下は著しい不良となっております。 
 さて、本年産米の農林水産省が発表した９月１５日現在の作況指数は９８

で「やや不良」となっておりました。これに対して県内農家から「収量が予

想を下回る」との声を受け、ＪＡ秋田中央会は東北農政局秋田拠点に対し、

作況指数に実態を的確に反映するよう要請しております。 

 その後、東北農政局秋田拠点は、１０月１５日現在の作況指数を１０月３

１日に９６と発表しております。県北の１０アール当たりの予想収量は、ふ

るい目幅１．７０ミリで選別した場合として５４１キロとしております。 
 これに対して町内の農家からは「昨年よりも１０アールで２俵減、７俵か

ら８俵」との声が聞かれます。しかも、農家は出荷する玄米はふるい目幅は

１．９０ミリが標準で、最低でも１．８５ミリ以上を使用し、出荷、検査を

受けております。したがって、農水省が発表した作況指数と収量が非常に実

態とかけ離れた数値となっております。 
 このことについては、昨日の町長の行政報告でもありましたように、１２

月１０日に東北農政局より発表された数値は、県北地区で１０アール当たり

５４１キロで、作況指数９６となっておりますけれども、町内農家はこれ以

上の大幅な収量減となっております。 

 米の作況指数は来年産米の生産量の目安などの基準となることから、関係

機関に町としても町内農家の実態に見合った指数、収量を発表されるよう要

請していかれるべきではないかと思っておりますけれども、これらの対応に

ついて伺いたいと思います。 

 特に農家が農業所得の確定申告の際に、従来の標準による課税方式ではな

くて収支計算によることになっておりますけれども、農林水産省が実態とか

け離れた数値を発表すれば、さまざまな関係機関に１つの目安、参考値とし

て認識されるのではないかと大変懸念するものであります。 

 農水省では「あくまで実測をもとにした通常ベースで算出した」と報道さ

れておりますけれども、公表に当たっては農家と同じ１．９０ミリないし

１．８５ミリのふるい目で選別した収量を公表するよう強く求めるものであ

ります。 

 町としてはこれらに対してどのような対応を考えておられるのか伺いたい

と思います。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 １０番、大澤和雄議員の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。町長。 
町  長 （ 田川政幸 ） 

 おはようございます。 
 それでは、１０番、大澤和雄議員のご質問にお答えをいたします。 
 初めに、「空き家対策について」でありますが、議員ご指摘のとおり、町

内にも保安上危険な状態の空き家が存在するのは事実であり、町民からも苦

情や相談が寄せられております。 
 町としましては苦情のあった空き家につきましては、初めに現場を確認

し、所有者の把握を行い、その上で所有者に対して適切な管理をお願いして

おります。 

 所有者が不明な空き家については、議員のおっしゃるとおり固定資産税の

課税情報等を活用しながら所有者を把握し、適切な保全管理をお願いしてい

るところであります。 

 しかしながら、町外在住者も多く、文書でのやりとりが大半であり、連絡

がつかないケースが多くあります。再度文書を送っているというのが現状で

あります。 
 助成制度につきましては、今年度も十数件の相談があり、相談のあった空

き家に関しては、担当の職員が現状を確認し、危険な空き家かどうかを建築

士から判断していただいております。危険と判断され、空き家の所有者が解

体を行う場合は、解体費用の一部を補助しており、今後も積極的に推進して

まいりたいと考えております。 

 空き家対策特別措置法による特定空き家の行政代執行につきましては、ま

だ全国的にも事例が少なく、本町でも現在行っておりません。空き家と申し

ましても所有者の財産であり、勝手に撤去することは財産権の侵害にもなり

ますので、町といたしましては、今後も所有者に対し適正な管理をお願いし

ながら、空き家対策の対応に努めてまいりたいと考えております。 
 次に、「空き家バンクの利用状況」につきましては、現在３３件の登録物

件があり、そのうち入居済は１３件、交渉中が２件となっており、残りの１

８件は現在ホームページに公開し、募集を行っております。 

 今年度に入ってから、空き家の外観等を再調査し、その物件をホームペー

ジに掲載したところ、多くの問い合わせをいただいており、引き続き空き家

の情報提供・登録を呼びかけるとともに、情報発信にも努めてまいりたいと

考えております。 
 次に作況指数についてのご質問でありますが、初めに、東北農政局秋田拠

点は１０月３１日に１０月１５日現在の３０年産水稲の作柄状況を発表いた

しました。県北地域の作況指数は当初の９８から９６の「やや不良」と下方

修正されており、前回発表の９月１５日時点に比べ、稲刈り後の実測が反映

されているものと認識しております。 
 東北農政局では、大沢議員ご承知のとおり、１０アール当たりの予想収量
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及び予想収穫量は、１．７０ミリのふるい目幅で選別された玄米の重量であ

り、作況指数は全国農業地域ごとに、過去５年間に農家等が実際に使用した

ふるい目幅の分布において、大きいものから数えて９割を占めるまでの目

幅、東北は１．８５ミリです。以上に選別された玄米をもとに算出された数

値であると伺っております。 
 町内の水稲の作柄については、大沢議員が農家から聞いておられるとお

り、稲刈りが盛期を迎えたころより、「近年にはないほど収量が少ない」

「平年より２俵少ない」などの声が多く聞かれております。 
 大沢議員ご指摘の、農林水産省東北農政局が公表する米の作柄状況に関す

る収穫量並びに作況指数が実態とかけ離れているのではないかとのご指摘に

ついては、当町のみならず、県内の他の市町村も同じような状況が見られる

と認識しております。 

 先月、開催されました「県農業再生協議会・需要に応じた米生産に関する

専門部会」の中でも、各市町村、ＪＡより東北農政局秋田拠点に対し、実

情・実態に即した収穫量の算出を求める意見等が述べられております。 
 米の作柄状況における収穫量並びに作況指数は、米価の変動、収入減少影

響緩和対策（ナラシ対策）等に大きく影響し、農業経営を左右しかねないこ

とから、実態に即した収穫量並びに作況指数の公表について、県、市町村、

ＪＡ等と連携し、国に働きかけていきたいと考えております。 

 以上であります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 

 １０番、大澤和雄議員の再質問を許します。１０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 まず、第１点目の危険な空き家対策についてでありますけれども、代執行

というのは今のところ当局では考えていないと、難しいということなんです

けれども、確かに私の持っている資料の中でも全国で代執行２３件、略式代

執行、いわゆる確知できないものを略式で代執行するというのが全国で７５

件、これ２０１８年３月３１日現在で全国で非常にまだそういう事例は少な

いんですけれども、ただ、そういう確知できないものも代執行できるという

ことにはなったので、これはやはり町内を見ましても本当に自分の家の隣の

家が倒れかけてきて本当に危険でどうしようもないと。しかし、その所有者

もわからない。町のほうにももちろんそれは来て見て大変だということはわ

かってはおられるようなんですけれども、個人でやはりそれを、他人の財産

ですから簡単に危険だからといって取り壊すというわけにもいかないし、本

当に困っているわけなんです。 

 ですから、本当にそういうものは結局はまず所有者を探して、所有者が

やってくれることが基本なんですけれども、なかなかそれがどうしてもでき

ない状況であれば、全てというのはとても大変な予算、お金がかかっていく

ことなので町としてもそれはとても全てそういう対応ができるというのは無
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理だとは思うんですけれども、最低限非常に危険で年に何件かでも略式代執

行に踏み切らざるを得ない状況が生まれてきているのではないかなと思うん

ですけれども、その辺の対応はどうなんでしょうか。 

 全然それはもう、あと何ともできない状態で終わるのか。あるいは、最低

限１件でも２件でも、そういうものがどうしても危険で近隣の住民の生活に

本当に危険な状態にあるというのであれば、略式代執行もいたし方ないので

はないかなと。 
 それはもう件数は１件か２件、本当に限られた予算の中で最低限それは決

めてかかる以外にはないと思うんですけれども、その辺の対応ができないも

のかどうか伺いたいんですけれども。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 

町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 

 今議員おっしゃったとおり、やはり個人の財産でありますし、危険な空き

家につきましてはこちらでも把握はしております。 

 ただ、経費もかかることでありますので、この場ではすぐやりますとは答

えにくいかと思っております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 もう１つちょっと伺いたいことがあるんですけれども、本町でそういう事

例があるのかどうかわかりませんけれども、全国的に親世代、ご両親が亡く

なって子供の世代になったときに相続を放棄するというのが全国的にふえて

きているという状況が報告されているんですけれども、本町でもそういう事

例があるのかどうか、ちょっと伺いたいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 税務課長。 

税務課長 （ 佐々木恭一 ） 
 お答えします。 

 固定資産税において相続放棄という件数は年々ふえてきているというのが

現状でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 ないということですか。ふえてきていると。 

 いずれこのことも非常に、実際税法上相続しなくても固定資産税を遺族の

方の誰かが払ってくれますかといったときに、この誰かが了解して払ってく

れればいいんですけれども、そういう放棄ということになると税の関係でも

結局徴収できないということにもなりますし、当然それが家屋なんかは放置
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されることによってまた危険な家屋がふえていくということにもなっていく

ので、非常にこれもまたこれから大きな問題になっていくのではないかなと

思っているわけです。 

 この相続放棄しても相続の管理責任は残るというふうに言われて、指導助

言あるいは勧告まではできるんですけれども、それ以上は町としても対応は

できないという見解らしくて、非常にこれも今後問題になっていくのではな

いかなと思っております。 
 全国の事例を見ますと、公費による除去、本来本人がやるべきことなんで

すけれども、私も壇上で言いましたように、一定のその土地を寄付等する場

合、県なりそれなりの許可を得て公費で除去するというようなところも出て

きているんですけれども、そういうことは考えておられるのかどうか、伺い

たいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 

町民生活

課長 
（ 高橋 泉 ） 
 お答えいたします。 

 今、寄付のお話あったんですが、あくまでも例えばその土地が何か町のた

めに利活用できるものであればそういう考えもあると思いますけれども、現

在のところは考えておらないというところが現実であります。 

 以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 
 わかりました。 

 次に、空き家バンクについて現在３３件ですか。ホームページにも公開さ

れておられるようですけれども、今回ありました三種町のまち・ひと・しご

と総合戦略でも実績が載せられておるようなんですけれども、確かに件数は

少ないと言っても全国的にこの空き家バンクを創設、検討含めて全国で自治

体１，０００ほど空き家バンクというのはあるんですけれども、その２割か

ら３割が実績ゼロというところが多い。 

 そういう中で、でも三種町は頑張っているほうなのかなと私は思っており

ます。こうしたことをさらに広めて、放置するとだんだん危険な状態になっ

て結局また危険な空き家がふえていくということになりますので、大いにこ

の空き家バンクの成約件数が多くなるように努めていただきたいなと思うわ

けです。 
 私の持っている資料で全国的に空き家バンクが一番進んでいるのが長野県

の佐久市で、２００８年度からこれまでの成約件数が４００件以上に上る

と。そういう報告もあるんです。 

 その中身をちょっと私もホームページで見たら、長野県の佐久市は首都圏

とも近いということもあって、新幹線の便があるということで、三種町がそ

- 24 - 

れをやれるというのがほとんどとてもできる制度ではないなとちょっとびっ

くりしたんですけれども、ただ、１つの参考になればと思うんですけれど

も、佐久市では移住促進住宅取得費等補助金というものも、新築をした場合

は最高４０万、中古で２０万円の補助と、そういうことをやっておるんで

す。 
 それで、何か首都圏に近いということで、佐久市に住んで仕事は東京都内

でそのまま続けるという方に対する新幹線通勤最高年額３０万円で、最長で

３年間９０万円の補助をすると。 
 何かとてもとても我々はできそうにもない、そういう助成制度を活用して

おられるようなんですけれども、ただ、この中でやれることといえば、物件

の案内を土日でなければ来れないという方に対して土日も対応すると。もち

ろんこれは予約をしていただかなければならないということなんですけれど

も、いずれこの予約した方には土日もそうした物件に対する案内をすると、

そういうこともやっておられるようで、そうしたことは我が町でもできる部

分もあるのかなと思うんですけれども、そうした対応についてはどのように

考えておられるのか伺いたいと思うんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 お答えいたします。 
 今、土日の対応というようなお話あったわけですけれども、うちのほうも

問い合わせがあった場合、その方の都合が土日でなければいけないというよ

うなケースの場合も中にありますので、そういうときは職員が出て案内した

りして対応しているところでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 
 わかりました。 

 いずれ地方だけじゃない、都市でもこの空き家対策というのはこれから本

当に頭の痛いというか、大変な問題になっていくだろうとは思うんですけれ

ども、この空き家というものをただ厄介払いではなくて、やはり移住者と地

域社会とをつなぐ１つの地域資源だという観点にも立ちながら対応していか

なければならないのではないかなと思いますので、今後ともそうした対応に

当たっていただきたいと思います。 
 この問題はこれで終わります。 
 次の作況指数についてでありますけれども、農家は確定申告を、壇上でも

話しましたけれども、稲作収益というものを全て計算して、そして経費を差

し引いて申告するんですけれども、農水省が発表してやや不良でも５４１キ

ロというと反収で９俵なんです。そうすると、あきたこまちで９俵だと別に

不作でも何でもないんです。平年作というか。 
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 ところが、これが１つの目安として見られた場合、申告したときに例えば

７俵だとするとやや不良でも作況では５４１キロで反収９俵という数が出て

いますけれども、１０アール当たりに換算すると７俵しかならない、４８０

キロにしかならないんですけれども、本当なんですかと。そう言われたとき

に、いやふるい目が違うからと言って、今度例えば税務署でそういう話をし

ても通じるのか通じないのか、だから、そういうことを出されると非常に農

家にとっては、迷惑というわけではないんですけれども、非常に困るんです

よね。そういうことを出されると。 
 ですから、こういうことは本当に実態を反映した数字で出していただきた

いなとつくづく思うわけです。 
 簡単に９俵とった方もいるかもしれませんけれども、例えばこの１０アー

ル７俵だと１ヘクタールで大体２７万２，０００円、１０ヘクタールの大規

模農家だと２７０万円も違うわけです。そこのところの所得申告のときに、

やや不良でも５４１キロとなるのにあなたは４８０キロしかない申告じゃな

いですかと言われても非常に困るわけなんですよね。 
 だから、こうしたことは実態を反映した数値を出してほしいということな

んです。 
 農水省はそれが１．７ミリという考え方というのは変えないかもしれない

んですけれども、それを我々農家が１．９か、あるいは１．８５ミリで出荷

するわけなので、それも１つの目安として農水省は参考値として出していた

だきたいんです。 

 ですから、この１．７という考え方は、農水省の考え方は考え方としてあ

るかもしれませんけれども、参考値として１．９ミリのふるい目では幾らだ

と、それも１つの参考値として出していただければいいなと。そういうこと

をひとつあわせて要請していただきたいなと思うんですけれども、その辺の

考え方はどうなんでしょうか。ちょっと伺いたいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 農林課長。 

農林課長 （ 寺沢梶人 ） 
 議員にお答えしたいと思います。 

 先ほど町長からの答弁もありましたとおり、１０月３１日現在での県北の

収量が５４１キロ、そして、１２月１０日に確定値を発表されております。

それによりますと議員ご指摘のとおり同じ県北地域では５４１キロというこ

とであります。 
 ちなみに、その昨日の１２月１０日の農水省の発表によりますと、算定は

１．７ミリの目幅の数量でありますが、参考に１．８５ベースの収量５１３

キロ、２１キロの減というデータも公表されているところであります。 
 いずれ議員ご指摘のとおり三種町のみならず、各町村、特に沿岸部には限

らないわけではありますけれども、減収の多い市町村におかれましては拠点

に要望しているところであります。 
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 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 
 わかりました。 
 いずれこの作況指数、最初に８月１５日現在で平年並みとして出したんで

すよね。農家の方も三種はことしも豊作ではないかと、作況指数早く平年並

みというふうに出したものですから。 
 それで、要するにこれだけ実際収穫してこれだけ作柄が悪いというのを誰

も予想しなかったし、水稲共済にも被害の申告を出した方はほとんどいない

と思うんです。 

 それで、いざ収穫してみたら今までの平成２２年以来の大不作だと。しか

しながら、さきに平年並みというふうなもので農家もまさかこんなに悪くは

ないだろうということで共済にも届けなかった。 

 そういうことも影響しまして、本当に今となってみれば大変だなと思うん

ですけれども、きのうの魁新聞に農水省から収穫後の申告も可能な特例措置

を認めるという通知が届いたことを受けて、県内の共済組合がそれに対応す

る準備を進めているという報道があったんですけれども、このことについて

町のほうでは何かこういう情報が入っているものかどうか伺いたいんですけ

れども。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 寺沢梶人 ） 
 お答えします。 

 議員ご指摘のとおり減収が顕著であったにもかかわらず、収穫前の被害が

判別できなかったものに対して損害申告がなされなかった事案が多いという

ことの意見は伺っております。 
 町のほうに情報があるかということのお伺いだと思いますが、いずれまだ

町のほうには特例措置のことだと思いますけれども、情報は入っておりませ

ん。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 私もきのうの新聞、こういうふうなものが載っているよということで初め

て私も知ったんですけれども、これ客観的にどのぐらい減収したかという、

そういう証明を添付するということはできることなんですよね。ＪＡ等ある

いは集荷業者等が出荷したものに対して精算、何トン米になって幾ら幾らで

買ったと、そういう精算書なり、あるいはＪＡ等が検査格付け結果通知書な

ど農家に送られてきていますので、それが当然３０年産米、そして２９年産

米の比較でその差額というのはわかるわけです。それで信頼できなかった
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ら、最終的に３０年度の分の農業所得の収支計算による稲作の収益の部門を

比較すればそれはわかるわけなんです。最終的には。 
 ですから、そういうことはきちんと把握できるものであると思いますの

で、共済のほうで、我々農家みずからがそういう申請書類がまず共済のほう

で整って、こういう書式に従って提出してくださいというのであれば、農家

は幾らでもそれなりの証明というものは提出できると思うんです。 

 ですから、もしそうした対応が町のほうでもそういう情報が伝わり次第、

農家のほうにも伝えていただければなと。基本的には共済がどういうふうな

対応をとるのかということなんでしょうけれども、いわゆる収穫後というの

も昨年度との比較というのはできないかというと、きちんとした証明は農家

はできると思いますので、ですから、そういった対応がもし町のほうでもそ

ういう情報が入り次第、農家のほうに知らせていただきたいなと思うんです

けれども、今後のそうした対応というのはどういうふうに考えておられるの

か伺いたいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 農林課長。 

農林課長 （ 寺沢梶人 ） 
 お答えします。 

 いずれ議員ご指摘のとおり、これから特例措置に関する情報等、文書等が

入るかと思われます。それに伴い農業共済組合、それからＪＡ等、もちろん

県等々と協議検討した上で、情報に関しては早めに農家の皆さんへ周知した

いと考えております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 
 わかりました。 

 いずれ農家はこの思わぬ減収で、しかも今年度から米の直接支払いも３０

年産からなくなったんですよね。それで、本当に農家は今ダブルパンチとい

うか、大変な状況だと思うんです。 
 ですから、そうした補塡制度というものが、共済制度というものがありま

すので、そうしたことが活用できるのであれば、損失補塡という形でできる

ことがあれば農家にとっても非常に助けになると思いますし、また、町とし

ても県と連携して、直接払いもなくなった、そして収穫も思わぬ減収という

ことで、農家は本当に大変な状況だと思いますので、そうしたことを加味し

たいろいろな支援というものも検討していただければなと思います。 
 以上、終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １０番、大澤和雄議員の一般質問を終わります。 

 次に、９番、成田光一議員の一般質問を許します。９番。 
９番 （ 成田光一 ） 

- 28 - 

 それでは、私のほうからさきに通告してあります２点について質問をさせ

ていただきます。 
 まず初めに、外国人労働者の受け入れ態勢の確立についてということで質

問させてもらいます。 
 国会では外国人労働者の受け入れを拡大する入国管理難民法などの改正に

ついて盛んに審議がされております。８日の日にはまずこれが成立しており

ますけれども、政府与党として来年４月から新たな制度として導入を考えて

いるようでありますけれども、そこで当局の考えを聞きます。 
 １つ目、現在、当町には外国人労働者及び技能実習生は何人いるのでしょ

うか。 
 ２つ目、町内の企業などで、外国人労働者を必要としている人数を把握し

ているものでしょうか。 

 ３つ目、さまざまな欠陥を指摘をされている法案ではありますけれども、

どのような認識でおりましょうか。また、政府の動向を待たずとも、町独自

に受け入れ態勢の準備に入るべきではないかと思いますが、考えを聞きま

す。 

 ２つ目の質問であります。工事請負契約の締結に関しての業者指名基準の

あり方について。 

 町が発注する建設工事入札参加資格の条件については事務要領により確認

済みではありますが、細部にわたっての部分で質問をさせていただきます。 
 １つ目、これまでの発注方法を見ると、ＪＶ、共同体のことですが、一

括、分割と工事案件によって異なる手法をとっております。その基準とは何

なのか教えてください。 
 ２つ目、建設工事入札参加資格審査において、町内業者と町外業者の違い

は何なのか明確に教えてください。 
 以上で壇上からの質問を終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ９番、成田光一議員の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。町長。 
町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、９番、成田光一議員のご質問にお答えをいたします。 
 初めに、外国人労働者の受け入れ態勢の確立についてお答えいたします。 

 質問１点目の、当町における外国人労働者の人数につきましては、平成３

０年１１月現在の住民基本台帳における外国人登録者数は４７人となってお

りますが、在留資格別では技能実習生が２７人となっております。 
 また、ハローワーク能代に問い合わせたところ、外国人の雇用保険資格取

得届出は事業所ごとの届出であるため、市町村単位での把握はできないとの

ことでございました。 

 町内企業等における外国人労働者を必要としている人数の把握でございま

すが、現状では人数の把握は行っておりません。 
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 しかしながら、毎年、町内の企業から２０社程度選定をして企業訪問を実

施し、訪問時のヒアリング事項として雇用状況を聞き取りしており、人手不

足と回答した企業が多数あるほか、従業員を募集しても応募がないなど、町

内においても人手不足が深刻な状況であると認識しております。 
 ３点目の、入管法の改正への認識と町独自の受け入れ態勢の準備について

でございますが、前段の法改正への認識につきましては、今回の入管法改正

は、新たな在留資格を設けて外国人労働者の受け入れを拡大する内容となっ

ておりますが、人口減少が進行する本町において各産業の人手不足に対応す

るためにも必要な法改正であると認識をしております。 

 しかしながら、法改正では新たな受け入れ制度の大枠は示しているもの

の、具体的な制度設計が示されていないため、現時点では政令等による制度

設計を見ながら、判断してまいりたいと考えております。 

 後段の、当町独自の受け入れ態勢の準備をとのことでございますけれど

も、県では市町村と連携し外国人の受け入れを含む労働力確保対策等を協議

する新たな組織を来年度に立ち上げることとしており、そこでの情報や協議

を通じて本町における取り組みを検討してまいりたいと考えております。 

 現時点におきましては、町内企業等の雇用・求人状況や外国人労働者をど

の程度必要としているかといった調査などは実施可能であるものと考えてお

ります。 

 ２つ目の質問に関しましては副町長からご答弁を申し上げますので、私か

らは以上とさせていただきます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 副町長。 
副 町 長 （ 檜森定勝 ） 

 それでは、９番、成田光一議員からの２つ目ご質問につきまして、ご質問

の「工事請負契約締結に関しての業者指名基準のあり方」について私からお

答えいたします。 
 最初の発注方法の違いでございますが、１３０万円以上の工事の場合、建

設業者指名審査委員会に指名業者選定伺いが、工事を担当するそれぞれの課

より提出されます。 

 これを受けまして指名審査委員会において、工種、それから工事の価格等

を審査し、建設業者等級格付け名簿により指名業者を選定しております。 

 また、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に関しましては、技術力等

を結集して工事の安定的施工を確保する必要があると判断した場合は、共同

企業体いわゆる「ＪＶ」を活用する場合もございます。 
 次に、一括、分割発注でございますが、工事を工区分けし分割発注する

か、工種分けをして分離発注するかは、工事の工期や事業規模を勘案して判

断しております。 

 現在、当町には分割発注、分離発注の明確な基準はございません。分離分

割発注について明確な基準を定めている大仙市、それから男鹿市の２市以外
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の市町村、また、県におきましても明確な基準は設けておりません。 

 ９月定例会におきましても、このことに関連した質問があり、分離発注に

関しては、中小企業庁からの通達、また、担い手育成の面からも必要であり

ますので、一定の基準を設けると答弁しており、現在、指名審査委員会にお

いて検討し、作業をすすめているところでございます。 
 次に、町内業者と町外業者の違いでございますが、建設工事等指名競争入

札事務要領第２条において、町内業者とは三種町建設業者等級格付け名簿に

登載された者のうち、町内に主たる営業所を有するもので、町民税、法人税

を申告納税して町民税の特別徴収を行っている者、これが１つです。また、

町内に営業所を有する者で、町民税、法人税を申告納税し、町民税の特別徴

収を行っている者で、社員のうち５人以上が町内居住者で、その社員に係る

町民税について特別徴収を行っており、建設業許可を取得してから引き続き

３年以上町内で事業を営んでいる者と規定しております。ただいま申し上げ

ました要件の１つでも該当しないものがある場合を町外業者ということにな

ります。 
 以上でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 当局の答弁が終わりました。 

 ９番、成田光一議員の再質問を許します。９番。 

９番 （ 成田光一 ） 
 それでは、再質問をさせてもらいます。 

 まず最初に、外国人労働者受け入れ態勢の件でございますけれども、国で

は８日の日に成立したことでございますので、いずれ４月１日から施行とい

うことで、まず内容についてこれからだという判断でございます。当局でも

さほどまだ知識がないことはもちろん承知の上できょう質問させてもらって

おりますことをまず了解もらいたいと思います。 

 当初、国では制度導入初年度、最大４万７，５５０人、５年目までの累計

では最大３４万５，１５０人などという数字を出しておりました。その後い

ろいろと数字が出入りしておりまして、最終的には成立後に運用方針で明記

するという説明であるというふうに新聞報道等で確認しております。 

 いずれにしましてもまだまだ先行きは不透明なままであるということは事

実でありますけれども、このことを見まするに、私は外国人労働者、特にこ

の地方において、例えばこれが４月１日から施行されたとして運用されたと

しても、地方においてはやはり労働者として必要な人材が人数がふえるとは

どうも思えないんです。 
 なぜかといいますと、今までは技能実習生という扱いのもとに各場所にそ

れぞれ配置されていたといいますか、そういう感覚であったと思うんですけ

れども、今回のものを見ますともう明らかに働くために来るという内容に解

釈できるんじゃないかと思います。 
 ということは、働くイコールやはり賃金の高いところに人間として行きた
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くなるわけですので、地方のほうが本当は人材不足なわけでこういった法案

をつくってきているんでしょうけれども、いざ運用してみますとやはりここ

のような地方、ここだけじゃないにしても、地方にはやはりそういった賃金

の安いところにはどうしても人は集まりにくい、そういう状況が出てくるん

じゃないかなというふうに私は個人の思いですけれど考えております。 
 その辺当局はどういうふうに思いますか。何か国とか県からそういった情

報とか入っているものですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 お答えいたします。 

 国等からはまだ情報はほとんど入っておりません。いずれ外国人労働者の

賃金水準についても日本人と同等以上という法改正のほうで示されておりま

すので、これから国のほうで制度設計の中で詳細なものが出てくるのかなと

考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番。 
９番 （ 成田光一 ） 

 そういうことだとは思うんですけれども、そういうものを待っています

と、やはり最初に言ったとおりなかなか人材は来ないんじゃないかなという

ふうに私は思います。 

 まず、そのためにも何とか独自の施策というものをやはり今から考えなが

ら、ホームページとかいろいろなところで我が町はこういうことを考えて今

やっているんだよというＰＲを今からやっておくような姿勢がないと、いざ

４月１日になった時点で国のいろいろな説明を待っていた段階で、みんな全

国用意ドンでスタートするとおくれるんじゃないかなという気もします。そ

の辺はやはりこれから考えておいてほしいものだなというふうに思います。 
 それから、２つ目の中で、現在町内で働いている方々いらっしゃる、働い

ているというか、技能実習生という扱いなんでしょうけれども、こういった

方々が今実際受け入れる事業の方も調査です。意向調査。さっき可能だとい

うふうな話をしていましたけれども、実際こういったものをやった上で、実

態的に合う数字というものをやはりつくっていくのが今からできる方法の１

つなのかなというふうには思いますけれども、その辺どうなのでしょうか。

やってみるという価値はあると思うんですが、考えはありますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 お答えいたします。 

 いずれ毎年の企業訪問でも雇用に何らかの影響があると答えている企業が

半数以上ございますので、いずれこれから外国人の受け入れも考えていかな
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ければならないと考えております。 

 いずれ外国人を受け入れるとしても、コミュニケーション、通訳とか、そ

ういう問題もいろいろございますので、そこら辺も含めて企業のほうに調査

を行うのは可能かなと考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番。 

９番 （ 成田光一 ） 
 ぜひ調査をしてもらった上で、本当に我が町のためになる法案として運用

できるように体制をつくっていただきたいものだなというふうに思います。

よろしくお願いします。 
 それから、同じ中身ですが、きのう県内実習生、これまでに５６名が不明

になっているという記事がありました。我が町でもこれはあるんですか。把

握しているんですか。ちょっとあったらお願いします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 失踪状況等につきましては把握はしておりません。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番。 
９番 （ 成田光一 ） 

 把握していないということ。でも、ここで数字が出ているわけですから、

多分町でなくても、これ警察発表ですので警察で把握していることなのかな

とは思いますが、多分町内でもある数字なのかなというふうには想定されま

す。 
 こういったこともやはりちゃんと把握して、今後のためになるような施策

にしていかないと、なかなか来る人もなぜ逃げてしまったのかという、失踪

したのかというのはやはり大きな問題ですので、国会レベルの議論じゃない

ですけれども、やはりこういった問題はちゃんとやっておかないと、今後新

しく運用した中でもやはりこの問題が出てくるようでは二の舞になるのかな

と思います。どうかひとつその辺考えていただきたいと思います。 
 町内でも早く外国人労働者を雇い入れたいと考えている企業はあると思い

ます。先ほどの答弁の中でも答弁はしておりますが、やはりこの制度、外国

人実習生と違いまして働きに来るわけですので、賃金の高いところに集中す

るのはもう絶対ありきかなと思います。 
 これまでの日本人の賃金よりも高い水準でというさっき答弁もありまし

た。報道でもそのようになっております。そうしますと、日本人は雇われな

くなるわけです。逆にちょっと変な言い方ですけれども、これまで日本人が

一生懸命働ける場所が、ある意味外国人が来ることによって働けなくなる、

失業率が高まるんじゃないかなと単純に思います。 
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 その辺、国のほうでもいろいろ議論されている部分のようですけれども、

やはりこういったことは国レベルの話でなくて、自分たちの部分で、やはり

そういう地元の企業、迎え入れたいと思っている企業がありましたら、そう

いったところに意向調査をするなどして、本当に真剣に親身になってやって

いかなければならないと思うし、先ほどの答弁にもあった言葉の問題、それ

から子供の教育の問題、いろいろ出てくるはずです。本当にその辺は大変な

部分なんでしょうけれども、やはり独自に考えていただきたいというふうに

思います。 
 早速きょうの新聞で言葉の研修については８カ国の国を指定してまず勉強

するんだというふうな中身が出てきていました。これからいろいろとそうい

う細部にわたって出てくるんだとは思いますけれども、どうかひとつ国の指

導を待っているだけじゃなく、何回も言いますけれども、現実に何が起きて

いるのかやはりちゃんと把握した上で、どうかひとつ、せっかくなる法案で

すので何とか町のためになるようにしていただきたいというふうに思いま

す。 
 ぜひともその調査をやってもらいたいと思います。それを希望しましてこ

の質問は終わります。 
 次に、２つ目の質問に入ります。 

 まず、工事契約の締結に関しての業者指名基準についてのあり方というこ

とでありますけれども、私は前にもちょっとこの場で質問したことあったん

ですが、建設業では今担い手三法というものがあります。１つ目は改正公共

工事品質確保促進法、品確法と言われるものです。２つ目が改正公共工事入

札契約適正化法、いわゆる入契法という言葉です。３つ目が改正建設業法と

いうことで、担い手三法として国会で２６年の５月に全会一致で成立してい

る法案です。中身を理解していますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 建設課長。 
建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 お答えします。 
 その三法に関しましては、まず概略ではありますが解釈しております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ９番。 

９番 （ 成田光一 ） 

 解釈しているということで質問を進めていきます。 
 公共事業の品質確保に加え、担い手中長期的な育成と確保、適正価格の契

約の確保などが基本理念となっているのがこの担い手三法と言われるもので

す。 
 まず、建設業界はさまざまな歴史があったようで、この担い手三法が出て

きて初めて何とか適正な品質とか担い手をつくっていくための未来に向かっ

た法案ということで２６年の５月２９日に全会一致で国会で成立している法
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案であります。 

 この中身を見ますと、工事の資格とか地域の実情、自然条件、例えば週休

２日など、いろいろなことを導入した上で適切な工期を設定することが盛り

込まれております。無理をしないでちゃんとした工事ができるようにしてほ

しいという中身のようだと解釈しております。 
 このような制度状況の中で地元業者を育てていくのも自治体の大きな役割

なのかなと思いますが、これまでこの担い手三法、我が町で着実に実施され

てきているとお思いでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 建設課長。 
建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 お答えします。 

 その点に関しましては、まず毎年建設業協会のほうから要望等あります。

特にただいま議員おっしゃいました適切な工期、適切な価格、それに関しま

してはまず町のほうでも適切に工事のほうを積算並びに工期設定をしている

と考えております。 

 以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番。 

９番 （ 成田光一 ） 
 そういうことで進んでいるとは存じます。 

 あと、近年異常気象とかが当たり前のように起きております。例えば大型

の台風であったり豪雨であったり地震であったり、異常な自然災害がこの１

年間でも来ております。ことしの夏も災害級の暑さと言われるものもありま

した。 
 いざ災害が発生したときのために町は建設業協会と災害防止協定を結んで

いると聞いております。その内容についてちょっと教えてください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 建設課長。 
建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 お答えします。 
 災害が起きた場合、まず平成２５年度に一度協定により工事を発注した実

績がございます。最初にまず建設業協会とも話し合いをしまして、災害箇

所、現場に関しまして入札等なしで全てもう業者をそれを振り分けしてまず

第一に復旧に努めるということでございます。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ９番。 

９番 （ 成田光一 ） 
 入札なしですけれども、まず復旧が第一、災害ですので当然です。こう
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いったふうに地元の業者がやはりいなければいざというとき、災害が起きた

とき、やはりこれは町民の幸せのためにも大変なことになるということはま

ずわかります。そのための災害防止協定だと思っております。 

 このほかで地元の業者というのはいろいろなボランティア活動をしている

ように見受けられますけれども、そういったボランティア、町としてどの程

度把握しておりますか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 建設課長。 

建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 お答えします。 
 まず、全て網羅しているわけではございませんが、私の知る範囲ではあり

ますけれども、まず最初に釜谷浜のクリーンナップ、それと建設業協会内で

の救命救急の蘇生の講習会とか、そのような話は建設業協会の会長のほうか

ら伺っております。 

 以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番。 
９番 （ 成田光一 ） 

 まだまだあるんですけれども、クリーンナップであったり、いろいろあり

ます。 
 何で今わざわざこんなことを聞いているかというと、やはりこういった地

元の業者があるから地元のために一生懸命まず貢献している業者だと思うん

です。いざというときは災害のときはやはりこういう業者が出てきます。 
 災害防止、環境整備に対する安心・安全、これを担保されているのがこう

いった地元の業者があってだと思っております。どうかこの辺考えていただ

きたいなと思うのは、地元の業者がこうやって頑張っている、これらをどう

いうふうに町として認識していますか。 
 というのは、やはり地元業者がどんどん頑張ってもらわないと町としては

大変だなというふうな思いがあるのかどうか、お願いします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番議員さん。成田さん、ボランティアとかそういう活動は通告外でござ

いますので。質問の。訂正してください。 

９番 （ 成田光一 ） 

 はい、では今のを訂正します。 
 では、次の質問に移ります。 
 いずれ建設業は町全体での生産性の数字からいきますと、もちろん農業が

基幹産業と言われる一番目でございますけれども、やはりそれに次ぐ生産性

があるのが建設業なのかなというふうに私は考えておりますというか、そう

いったデータがありますので、どうかひとつその辺を認識した上で今質問し

ておりますので、了解もらいたいと思います。 
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 次に、ＩＳＯ９００１について質問します。 

 ９月の一般質問の答弁の中でも建設課長から過去の例に指摘のあったＩＳ

Ｏの取得や事務所要件は指名の基準にはしていないと、今後も登録をされた

格付け名簿のとおり指名することになるというふうに答弁しておりますけれ

ども、これで間違いありませんか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 建設課長。 
建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 お答えします。 

 ９月議会において私そのように回答しました。それで、過去に一度そのＩ

ＳＯの認証を企業体を組むときに条件づけしていた件があります。 

 この後ですけれども、今後ですけれども、指名に当たりましての指名審査

会の中ではそのことをまず条件とする予定はございません。 

 また、先ほどから議員おっしゃっているとおり、まず地元業者が優先であ

りますので、まずそのことに変わりはございません。まず何をするに当たっ

てもまず地元からという地元優先にという考えでございますので、以上で

す。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番。 

９番 （ 成田光一 ） 
 ＩＳＯ９００１というのはもちろん認識しているとは思うんですけれど

も、やはりこういった制度というのは企業、業者そのもののある意味通信簿

みたいなものですよね。これがあるとないとで全然業者の指導力というか、

生産性に対してもいいものができるかできないか含めて、やはりこういうも

のがあるとないとでは違うという判断になるのかなというふうに私は思って

います。 

 優良な業者としてこういったものはやはりあったほうがいいんではないか

なと思いますけれども、その辺もう一度考えをお願いします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 建設課長。 

建設課長 （ 進藤 敦 ） 
 お答えします。 

 まず、私の一存で決めるわけではございませんので、この後指名審査委員

会がございますので、その場で協議の案件として上げたいと思います。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番。 
９番 （ 成田光一 ） 

 当然ＩＳＯというのは工事費の積算の内容とか、そのほかにも社会性の観

点から言えば退職金の積み立て、社会貢献、いろいろなことを勘案した上で
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決定されるものがこのＩＳＯの１つの通信簿の数字だと私は認識しておりま

す。どうかそういったことを考えながらこれから進めてもらいたい、こんな

ふうに思います。 

 それにしましても、この担い手三法含めて、このＩＳＯ９００１も含め

て、やはり何かしらそういったものが基準としてこれからもできていかない

と、さっきの答弁でまだその辺の選定の基準がはっきりしていないような答

弁がありましたけれども、そういったことではなく、やはりある程度企業と

して頑張ってもらうためには何をすればいいのか、自分たちいい仕事をする

ためには何をすればいいのか、そういったことが明確になるようなラインと

いうのはやはり必要だと思うんです。 
 その辺を考えながらどうかひとつこの後いろいろな事業に関してよい品質

をつくってもらうことが町民の幸せになるためでございますので、そのため

に企業からは頑張ってもらわなければならないわけです。頑張ってもらうた

めの基準というのはやはりこういったものが必要になってくると私は考えま

すので、どうかひとつその辺理解していただいて、どうか今後の運用にして

いただきたいというふうに思います。 

 以上で質問を終わります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ９番、成田光一議員の一般質問を終わります。 

 次に、１３番、堺谷直樹議員の一般質問を許します。１３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 それでは、さきに通告した２件について壇上から質問いたします。 

 １件目、クアオルト事業の今後のあり方は。 
 町民の健康増進と保険料の引き下げを目的として取り組んでいるわけです

が、この事業の新年度のあり方は。集客の手段として取り組んでいるように

も思われ、事業の方向性がぶれてきていないか。この事業におけるクアオル

ト推進室と健康推進課の今後の関係はどうなるのか、お尋ねします。 
 ２件目、山本地区の保育園統合は。 

 全国的に保育士が不足しており、人材の確保が難しいと言われている中、

我が町も保育士不足によって未満児に待機が出ています。現在の状況と今後

の財政見通しなどを考えれば、山本地区の保育園は統合すべき時期に来てい

るのではないか。 

 以上２件、壇上からの質問を終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番、堺谷直樹議員の壇上での質問が終わりました。 
 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 
 それでは、１３番、堺谷直樹議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、クアオルト事業は秋田県市町村未来づくり協働プログラムの採択を

受け、町民一人一人の健康に対する意識の向上と、自主的・継続的な健康づ
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くりの実践により、医療費等の抑制に結びつく効果を目指して進めており、

今年度が最終年度となっております。 
 新年度につきましても、引き続きクアオルト健康ウオーキングを中心とし

た健康運動を推進し、町民の皆さんの健康に対する意識の向上により、健康

寿命延伸を図るよう努めてまいります。 
 この事業の一番の目的は、地域住民の健康づくりで、その効果により医療

費等の抑制に結びつけることであり、まずは、健康増進に取り組む町民への

サポート、サービスが重要であると考えております。 
 この基本的な方向性は変わっておりませんが、クアオルト事業を推進する

過程及び副次的な効果として、町外からの集客が図られ地域の活性化につな 
がれば、それは大変ありがたいことと考えております。 

 今般、森岳温泉活性化協議会から出された、森岳温泉街の再活性化に向け

た提言書の中に、クアオルト事業の継続と浸透、ヘルスツーリズムの推進と

いった項目の記載がございました。 

 クアオルト事業として、これまで培ったノウハウ等を森岳温泉の事業者の

方々に提供し、さらには健康食の提供やプログラムの開発等への協力をいた

だきながら、森岳温泉の活性化につながる施策を展開できればと考えており

ます。 

 また、クアオルト推進室と健康推進課との関係でございますが、平成３１

年につきましては、日本クアオルト協議会の全国大会が８月２２日、２３日

の２日間にわたり当町で開催され、加盟１０自治体の関係者が訪れる予定と

なっております。 

 大会開催に向けて準備を進めていくこととなりますので、現在の企画政策

課クアオルト推進室において、引き続きこの事業を対応していきたいと考え

ております。 
 その後の体制ではございますけれども、現段階におきましては、健康推進

課に業務を集約するのが最適と考えてはいますけれども、組織機構やヘルス

ツーリズム等のあり方も勘案し、来年度において再度しっかりと検討してま

いりたいと考えております。 
 続きまして、「山本地区の保育園統合」に関するご質問にお答えをいたし

ます。 
 「山本地区の保育園は統合すべき」とのご質問でありますが、議員ご指摘

のとおり、園児数、保育環境、保育士確保、園児の減少による子供の育成・

成長への懸念など、さまざまな面を勘案いたしましても、山本地区の保育園

の統合は必要であると考えております。 
 特に保育士の確保につきましては、職員採用試験で保育士を募集いたしま

しても応募者がいないなど、保育士不足は大変な深刻な課題となっておりま

す。 

 来年度におきましても、待機児童を出さざるを得ない状況になり、子育て

支援に影響を及ぼすことにもなりかねません。 
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 仮に統合となった場合は、基幹保育園となる可能性の高い森岳保育園の増

改築などにより、新たに保育スペースを確保する必要がございますが、出来

るだけ早い時期に、保護者や関係者の皆様の意向調査を実施した上で、統合

の時期などについて方向性を定めたいと考えておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 当局の答弁が終わりました。 
 １３番、堺谷直樹議員の再質問を許します。１３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 それでは、１件目お尋ねしますけれどもクアオルト事業は町長、引継ぎの

事業でございますので確認の意味含めて担当課にお尋ねしますけれども、出

発点は森岳温泉の活性化であったというふうに私記憶しておりますけれど

も、間違いないですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 企画政策課長。 

企画政策

課長 
（ 金子 孝 ） 
 今議員おっしゃったとおり、出発点についてはやはり森岳温泉の活性化と

いうようなことで当初取り組んだものというふうに私は思っております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 その後、森岳温泉郷の民間企業の方々から協力を得られないということ

で、町民の健康増進と保険料低減のほうに目的を転換したというふうに記憶

しておりますけれども、間違いないですよね。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 今議員がおっしゃるとおりなわけですけれども、まず一番最初の取り組み

の段階では森岳温泉の活性化というようなことで、それの１つの起爆剤にな

ればというようなことで取り組んだものというふうに思っております。 
 その中で、やはりクアオルト、健康ウオーキングというような手法を用い

てというようなこともありまして、町民の方の健康づくりということで進め

てきているところですけれども、その中でクアオルトが１つの方法として、

さらにそれにつけ加えて森岳温泉のほうとか、いろいろ町内のほうに集客を

図っていければと、町のほうにもそういうことでのメリット的なものもふえ

てくるというふうなことで今現在取り組んでいるところでございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 
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 紆余曲折を経ながらゆめろんの改修工事だとか、この事業に多額の予算を

今まで注ぎ込んできたわけですけれども、どうも今の現状からしてこのクア

オルト事業に対して町民の関心が物すごい高いというふうに感じることがで

きないんです。 
 そこでちょっと伺いますけれども、実際町内で毎日毎回実践されている方

の実人数というのは何人ぐらいなんですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 済みません、ちょっと今資料を持ってきているんですけれども、ちょっと

お待ちください。 

 お答えいたします。 

 ２９年度の場合ですけれども、いわゆる早朝ウオーキングということで歩

いてもらっている方の延べ人数としては８，３９３名となっております。た

だ、その実人数となった場合、その時々で来る人来ない人いるものですか

ら、はっきりとした実人数はなかなか難しく、うちのほうでもはっきりした

人数は把握していないところでございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 ８，３００人というと「おお」と思うんですけれども、今何で実人数とい

う話をしたかというと、１人で３６５日毎朝歩いた場合、３６５人でカウン

トしますよね。では、１０人で歩くと３，６５０人になるんです。１０人が

３６５日毎日歩いたとすれば。 

 そうすると、３，６５０人というと「おお」と思うんですけれども、実際

は１０人の人しか参加していないという計算になりますよね。実人数という

のは大体どれぐらいなのかちょっと聞きたかったんですけれども、把握され

ていないということですからいいですけれども、では町外からも実際参加さ

れている方何人かいるみたいですけれども、これはどのような形で参加され

ていますか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 町外からの参加の主なものにつきましては、町外のほうから例えば子供さ

ん方が大会で三種町に来ているとか、そういう場合、宿泊したケースにクア

オルトも体験してもらう、あるいは町外のいろいろな各種団体のほうからも

問い合わせがあって、その上でクアオルトを体験したいというようなことで

参加してもらっているケースもございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 
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１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 わかりました。 
 私も何回か参加してみてわかるんですけれども、夏場よりも冬場の参加者

というのは少なく思うんですけれども、冬場は何か参加者をふやすための取

り組みというのは何かやっておられますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策

課長 
（ 金子 孝 ） 
 ただいま議員おっしゃるとおり、どうしてもやはり冬場のほうはウオーキ

ングということで外のほうの対応になりますので、人数的には夏場に比べれ

ば若干減るということなわけですけれども、月に１回日曜ウオーキング等も

開催して、そういうものについても対応できるようにやっているところでご

ざいます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 今月の広報にこういうふうなクアオルトの運動に参加しませんかと出てい

ましたけれども、これ定員が１０名なんですけれども何で１０名なんでしょ

うか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 クアオルトにつきましては公認ガイド等、ガイドさんがついて案内してい

るというか、指導しているわけですけれども、大体ガイドさん１人で見れる

範囲が１０名程度というようなことで、うちのほうはガイドのほうの研修を

受けている方からそういうふうなことで指導を受けております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 わかりました。 

 それで、何回も言うようですけれども、多額の予算を今まで投じてきて、

結論からいくと何かというと、保険料低減が最終的な目標ですけれども、も

うそこまで本当にたどり着けるのかと思うんです。 

 そこで、先ほど町長からも少し森岳温泉郷の絡めた話がありましたけれど

も、私はこの際集客の方向のクアオルトに方針転換したらどうかと思うんで

す。今の活動はそのまま継続しながらも、いいですか、特産品のじゅんさい

をうまく取り入れて森岳温泉で保養、これを前面に押し出して集客を図るよ

うな施策に方針転換していったらいいんじゃないかと思うんですが、どうで

しょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 企画政策課長。 

企画政策

課長 
（ 金子 孝 ） 
 今回、森岳温泉の活性化協議会のほうからもクアオルト関係を盛り込んだ

提言書が出されているわけですけれども、議員おっしゃるとおりクアオルト

事業を通して集客を図っていければそれにこしたことはないというふうに

思っているわけですけれども、町全体の健康づくりということもありますの

で、健康づくりのほうは健康づくりのほうでやはり取り組んでいかなければ

いけないというふうに思っております。 
 また、今ご指摘のように温泉等を利用しての集客についても努めていけれ

ば、それはそれで大変いいと思っているところでございますし、いろいろな

面で今までクアオルト関係で、例えば健康食に取り組んだり、いろいろなこ

とをしているわけですけれども、そういうことで引き続き、健康食を開発し

た研究会を通してなわけですけれども、検討委員会等も今も続けてやってい

ますので、今まで開発したいろいろなそういう試食も何回か続けた中でのク

アオルト弁当等も開発しておりますので、そういうものの引き続き改善のと

ころもあると思いますので、そういう部分にまた温泉の事業者の方からも加

わっていただけるとかして、温泉のほうでもそういうものの提供に努めてい

ただければ大変ありがたいことというふうに思っていますし、あわせてそう

いうものを通して例えば滞在する方に提供してもらうとか、あるいは滞在し

てもらう方のプログラムについても参加してもらうとか、そういうことで温

泉の方からも協力していただきながら推進していければなというふうに思っ

ているところでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 これまで９のつく日はクアオルトということで職員の皆さん率先して頑

張って活動されているということもよく把握しております。それは今後も

ずっと引き続き継続していってもらいたいわけですけれども、今後は健康推

進課を核として企画政策課、それから商工観光交流課が手をとりながら、ク

アオルト事業がよりよい方向に向かうようにみんなで頑張っていかなければ

ならない事業だと思います。 
 そこで、各課の見解をちょっと教えてください。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 お答えいたします。 

 先ほど来、森岳温泉活性化協議会のほうからの活性化の提言がございまし

たけれども、その中でクアオルトによるヘルスツーリズムを売りとしてとい

うことの中の期待される効果の中で、「クアオルトを体験して温泉に入って

健康食を食べて体の中からも外からも健康になる」を売りにして、ヘルス
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ツーリズムで森岳温泉を活性化できるという、そういう効果も書かれており

ますので、それに沿った方向で進めていければなと考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 健康推進課長。 
健康推進

課長 
（ 金子英人 ） 
 私のほうからお答えいたします。 

 当課としましては、本来の業務が健康づくり、健診関係とか、あとは医療

保険関係です。そういったもので、最終の目的が健康づくりそのものですの

で、町長が答弁したとおり、本来今２課に分かれているような恰好になって

おりますけれども、当課のほうで一元的に事業の実施をするのが本来の姿な

のかなとは考えております。 

 この後は町長と関係各課とまた協議して方針を決めるということになろう

かと思います。 

 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 わかりました。 

 来年全国大会も開催されるというお話ですけれども、その全国大会を１つ

の区切りとして、どうか今までの活動を継続しつつ、森岳温泉の活性化の方

向にも力を入れていただきたいというふうに思っております。最後に町長の

見解をお願いします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 町長。 

町 長 （ 田川政幸 ） 
 お答えいたします。 

 先ほどおっしゃるとおり、まず来年は全国大会ということで控えておりま

して、こちらのほうはまず成功させたいということがまず１つ大きな目標で

あります。 
 その後は、先ほど答えたとおり健康づくりは当然なんですが、そういう観

光の面でもしっかり貢献できるような事業にしていきたいと考えております

ので、ぜひご理解していただければありがたいと思います。よろしくお願い

します。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 よろしくお願いします。 
 それでは、２件目に行きます。 

 全国的な保育士不足ということでゆゆしき問題だと思っておりますけれど

も、今現在待機児童が何名おられるか、ちょっと教えてください。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 
福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 今現在の待機児童についてお知らせいたします。 
 国の言う待機児童は真に保育に欠けるという中身ではございません。育児

休暇中の方、求職中の方、これも含めまして入所申し込みを行って待っても

らっている方という考えで、真の待機児童ではございませんが、１４名でご

ざいます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 希望した保育園に入園できないとか、兄弟が同じ保育園に通えないとか、

そういう話もいろいろ聞こえてくるわけなんですが、実態どんなような感じ

なんでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 
 お答えいたします。 

 やはり働いて実際に６４歳以下の祖父母もいなくて、必ず入園させなけれ

ば働けないという方は、鵜川保育園にゼロ歳児を入れて、森岳保育園に上の

子を入れるというのは実情的にはあります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 金岡保育園とか下岩川保育園は平日午後６時まで、土曜日は１２時半ま

で。ほかの保育園よりも開園時間が短いんですけれども、これも保育士不足

の影響でしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 
福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 金岡保育園、下岩川保育園につきましては、利用希望がないというのも

でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 わかりました。 

 国では保育士の配置特例として子育て支援の研修を修了した者に代替でき

るということになっていますけれども、当町にそういう方はおられますか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 福祉課長。 
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福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 お答えいたします。 
 三種町には今のところおりません。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 この保育士不足の問題というのは、子供、保護者だけでなく、実は保育士

さんの労働環境にも大きくかかわってきている問題で、なかなか休みがとれ

ないと。話を聞く限り月に忙しいときは２日も休みがとれればいいのかなと

いう話も聞こえてきていますけれども、その辺実態はどうでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 今現在、保育士不足によって休みがとれないとか、実情何かあったときに

休めないということにはなっておりません。 
 そして、金岡保育園につきましては現在産休に入る方が２人ほど見込まれ

ておりますので、臨時といいますか、１週間のうち１日、２日は手伝っても

いいというＯＢの方、または毎日いただけるも４時までで帰りたいという

方、その方を全てＯＢ並びに園長と協議しましてお願いいたしました。週に

１日、２日来る方などを含めますと５名の方が今控えておられると。その方

をシフトのほうで園長が回しまして、休めないとか会議に出られないとかと

いうふうなことにならないように実施いたしております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 なかなか厳しいローテーションだというのは把握しておりますけれども、

どうですか、これ統合することによって幾らか緩和できるというふうに考え

ていませんか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 
 お答えいたします。 

 ゼロ歳児３名に保育士１名、それから１歳児７名について１名とかという

基準がございます。これは統合することによって今の人数で十分に運営でき

る、１つになることによって楽になるということは当然考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 保護者の方から非常に厳しい声がいろいろ聞こえてきていまして、子育て

支援の充実を訴えながら待機しなければならない、また、保育士が足りない

- 46 - 

ことを理由に何ら措置を講じていないと。こういう厳しい意見が聞こえてき

ています。 
 昨年度の学校再編検討委員会の答申では、小学校の統合にあわせて検討す

るということでありましたけれども、もうここまで保育士不足が深刻化して

いる中で、これはもう園の統合は個別に考える案件だというふうに認識して

いますけれども、その辺どうでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 お答えいたします。 
 私の個人的な感想でございますが、いわゆる３園同時ということは町長答

弁のとおりございます。しかしながら、今の現状を考えますと個別に、例え

ば具体的に言いますと下岩川保育園を先に森岳保育園に統合というのも１つ

の案だということもございますが、平成２７年度から２８年度にかけまして

一応下岩川保育園を森岳保育園に統合するという話し合いが持たれて、２８

年度の自治会長会議にも下岩川地区の自治会長会議にも報告させていただい

たんですが、一番の理由は小学校があるのになぜと。 
 森岳保育園からまた下岩川小学校に入学するのかということが一番の問題

だったらしくて、実は私が実際に担当したわけではないのですが、前の課長

ですけれども、そういうふうな資料が残っております。 
 だから、保護者の方はおおむね賛同を得たのですが、やはり地元の住民の

理解を得るとなればかなり厳しいものがあったのかなと思われますので、や

はり町長述べたとおり統合するとなれば３園同時というのがベストな選択で

はないかと。また、小学校再編の絡みもございますので、そちらとあわせて

考えていきたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 地元の方々の声も確かにわかるんですが、やはり子育てをこれから頑張っ

ていく人たちが不安な中で生活していかなければならないという問題ですの

で、また、金岡保育園も大分老朽化していますよね。だから、そういうとこ

ろもひっくるめて、どうですか、これから子育てを頑張っていく方々、第２

子、第３子を希望する方々に安心して子育てしてもらえるように具体的に時

期をはっきりと明確に話していただけるんであればいつごろと答弁お願いし

たいんですが。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 
町 長 （ 田川政幸 ） 

 具体的に統合の時期まではちょっと明確にはあれですけれども、まず本当

に早い時期に意向調査をまずやります。その意向調査を見てしかるべき時期
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ということをある程度考えて計画していきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 統合に伴う園の増築も必要になってくるという答弁でありましたから、速

やかに実行に移していただきたいと思います。 
 以上で終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番、堺谷直樹議員の一般質問を終わります。 
 次に、４番、大山善治郎議員の一般質問を許します。４番。 

４番 （ 大山善治郎 ） 

 それでは、私のほうから２件の質問を行います。 

 １件目は、農地中間管理機構の見直しについてでございます。 

 来月、１月の通常国会で農地中間管理機構、農地集積バンクの議論がなさ

れます。当初、農地集積バンクを立ち上げるときに政府の規制改革推進会議

が人・農地プランは反対であると、外からの参入が妨げられるという理由で

これが基本条件になりませんでしたけれども、今回重視するという方向に転

じまして、大筋は農水省の方針を追認する形で進んでおります。 

 皆さんもご案内のとおりたくさんの改正案が出ておりますが、ここでは１

点目、町、関係組織等を調整役として地域の話し合いを活性化させ、人・農

地プランを下敷きとして推進するというのが大きな改革の第１点で、２つ目

が、ＪＡ関与の仕組みを組み込むとともに農地利用集積円滑化事業と中間管

理事業を統合一本化して、手続も簡素化するというあたりが大きな改正点

じゃないかなというふうに思われます。 
 具体的な制度設計はこれからでありますけれども、さしあたり以上の２点

から、現在までの農地集積関係の現状、そして、まだ法律は改正されており

ませんが、それを見据えた課題は何かというあたりを問いたいと思います。 

 ２つ目は、国連での「小農権利宣言」についてでございます。 
 今の政府の農業政策は規模拡大一辺倒でございまして、従来から日本は家

族農業など中小規模の農業をさせていかなければならないという主張をＪＡ

はしておりましたけれども、それは地域社会の維持のために多様な農業者も

重視しなければならないという考え方が基本にございます。 

 こうした中で、今般、国連の委員会で「小農と農村で働く人々の権利に関

する国連宣言（小農の権利宣言）」と申すものだそうですが、採択し、この

１２月に国連総会で決議されることとなっているようです。 

 日本の主張は、権利は既存の仕組みの活用によって保護されるということ

で、日本は棄権いたしました。これが棄権でなくて賛成してもらえればいろ

いろな国策に沿って地方の自治体も活動しやすいと思うんですが、棄権に

回ったので起動しにくい状態となっておりますけれども、多様な農業を育成
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するということは重要なことだと思いますので、こうした再評価の潮流につ

いてどのように今のところ考えているかということでお聞きしたいと思いま

す。 

 以上、壇上からの質問を終わります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ４番、大山善治郎議員の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。町長。 
町 長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、４番、大山善治郎議員の最初のご質問にお答えをいたします。 

 本町の農地利用集積につきましては、農業委員会による農地の権利移動、

農地利用集積円滑化事業や平成２６年度からスタートした中間管理事業によ

る三位一体の取り組みで展開し、平成２９年度末で８２．４％と、県内でも

農地の人的集積は最も進んでいる自治体となっております。 

 一方、現状の集積課題といたしましては、第１に、借り手の見つからない

ような条件不利農地には集積が進まないことから、確実にマッチングできる

農地しか引き受けできないこと。 

 第２に、農地の権利移動は、親類や地域の担い手農家など、ある程度「顔

の見える範囲」でしか進まないことなどが課題となっております。 

 議員が申しておりましたとおり、農地中間管理機構の制度が一部見直しさ

れることから、人・農地プランの集落単位での作成や農地利用集積円滑化事

業と中間管理事業の統合一本化と手続の簡素化など改正点について周知徹底

していきたいと考えております。 

 このようなことから、本町農業を持続するためには、農業後継者の確保に

加え、農用地の集積については、地域の実情に精通するＪＡ、農業委員、担

い手農業者、集落営農組織や農業法人など関係団体との連携を強化し、集積

向上へ向け取り組んでまいりたいと考えております。 

 ２つ目のご質問についてでありますが、「小農の権利宣言」につきまして

は、食料生産や地域における「小農」の価値や役割を明らかにし、食の主権

確保や生物多様性への貢献を評価した上で、平等及び差別の禁止、小農女性

と農村で働く女性の権利、天然資源に対する権利といったさまざまな権利の

保護と促進を加盟国に義務づける内容であるというふうに認識しておりま

す。 

 これに対し我が国は、農業の規模拡大を重視している立場から、「農村の

人々の権利は既存の仕組みの活用によって保護される」と主張し、国連での

採択を棄権したところであります。 
 また、「小農の権利」が国際人権法上の固有の権利として認められるどう

かという点についても、各国で論争があり、一自治体として、この問題をど

う評価するかにつきましては、正直、非常に難しいものがございます。 

 しかしながら、現状、農家の多くは兼業農家であり、家族を養うために小

さな農地で農業を営み、他の産業に従事しながら生活を維持しているのがほ
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とんどであると同時に、小規模農家が中心となって農村社会を形づくり守っ

てきているという現実がございます。 
 また、小農に関しては、食の安全性・安定性の確保や食糧自給率の向上に

寄与していることに加え、田園の自然環境を守り、国土の有効活用の観点か

らも、大きな存在価値があるというふうに認識しておるところでございま

す。 

 現在、農業従事者の減少等を背景に、農地の集積などを進めているところ

でありますが、規模の大小にかかわらず、農業が多くの町民の方々の大切な

生活基盤であることに変わりはなく、そして、愛着のある土地で農業を営み

ながら生活できる喜びは、何物にもかえがたいものであると考えておりま

す。 

 以上を踏まえ、大山議員のご質問にございますように、町といたしまして

も農林水産業を支える方々の視点に立った農業施策をＪＡ等関係機関と連携

しながら展開してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 
 ４番、大山善治郎議員の再質問を許します。４番。 

４番 （ 大山善治郎 ） 

 集積率が８０％を超えているということは大変すごい率ではないかなとい

うふうに考えます。冗談を言いますとこういう実績では今の改革は必要でな

かったかな、ないんじゃないかなというような感じも受けまして、よく頑

張ってきたなと思っております。 
 ただ、８０いっても２０ありますんで、今後の改革で人・農地プランが基

礎づけされますと容易な仕事ではないんじゃないかなという感じがいたしま

す。当町でどのぐらい人・農地プランが作成されて、その内容がどのくらい

充実されているかはよくわかりませんが、その辺の実態をお知らせ願いたい

と思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 農業委員会事務局長。 

農業委員

会事務局

長 

（ 信太清勝 ） 
 農業委員会の信太と申します。よろしくお願いします。 

 町内の人・農地プランは現在旧小学校区単位で構成されておりまして、８

地区ございます。それを未来の設計図といいますか、農業の今後の方針をつ

くる体制をつくっております。 
 平成２９年度からは大潟村の増反地もこの人・農地プランについて三種町

が仮農地プランをつくって大潟村に提供している現状もございます。 
 現在の当町の人・農地プランの運用方針といたしましては、このプランを

要件とした事業に支障が出ないような柔軟な行政主体を持ってプランの更新

を行っているところでございます。 
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 非常にちょっと改正、見直しする部分もございます。８地区という部分で

ございますけれども、地区の設定が非常に広いということがまず考えられま

す。末端の合意形成を経て農地の集積や集約化につなげていくようなこのプ

ランを見直しするためには、地区の分割が非常に集落単位が必要ではないか

と考えております。 
 こういった意味で、農業委員会の農業委員が集落のほうにきちっと対応し

ていくという体制づくりを現在進めているところでございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ４番。 

４番 （ 大山善治郎 ） 
 端的に言いますと、これから集積しなければならないであろうというとこ

ろにその８地区で全部充足しておりますか。農地プラン、８地区で全町ＯＫ

ですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 農業委員会事務局長。 
農業委員

会事務局

長 

（ 信太清勝 ） 

 大潟村の農地プランも入れますと９地区ということになります。これも本

町の農業委員が対応してまいります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ４番。 
４番 （ 大山善治郎 ） 

 全町の例えば集落単位でもいいんですが、人・農地プランは全域をカバー

しているかという質問でした。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 農業委員会事務局長。 
農業委員

会事務局

長 

（ 信太清勝 ） 

 カバーしていると判断しております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ４番。 

４番 （ 大山善治郎 ） 
 わかりました。そうすれば、制度が変わってもそれなりの対応ができると

いうことでございますね。 

 あとそれから、さっき町長の答弁にもあったんですが、引き受け手のない

農地、これが課題であるということで、特に中山間地域が問題になっておる

んですが、その方向性はどんな感じなのか、お知らせ願いたいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 農林課長。 

農林課長 （ 寺沢梶人 ） 
 お答えします。 
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 議員ご指摘のとおり、いわゆる条件不利地といいますか、不利農地といい

ますか、中山間も含めておるわけですが、これら人・農地プランの住民の意

向を取りまとめて条件有利地、要するに圃場整備等を考慮した国の事業を生

かして今後進めていければということの考えであります。 
 いずれ人・農地プランでいました今後は集落単位をもとに、住民の意見を

反映した条件有利地にしていきたいと考えております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ４番。 

４番 （ 大山善治郎 ） 

 ありがとうございます。 
 農地集積円滑化事業と２つの制度があったんですが、８０％を超える集積

率で、これは振り分けできますか。どちらの事業が何％とかと。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 農林課長。 

農林課長 （ 寺沢梶人 ） 
 今ご質問の振り分けについては、若干手元にまだ資料がないのでお答えし

かねる部分ですが、いずれ三種町の人的集積については８割強ということで

ありますが、面的集積については非常に進んでいないのが現状なので、まだ

その辺から振り分けの検討、構築も考えていかなければいけないと考えてお

ります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ４番。 

４番 （ 大山善治郎 ） 
 わかりました。 

 先ほどＪＡ等の各組織と連携しながらという町長のお話があったんです

が、例えば農業委員会や土地改良区は「おまえらは必ずやらなければならな

い」という法令化も考えているという報道がありまして、繰り返しますけれ

ども、そうなるとなかなか難しい、厳しいなと思うんでございますが、今の

ところ関係組織と考えられるのは農業委員会、ＪＡ、農業公社、土地改良区

と、このようなところでよろしいですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 農林課長。 

農林課長 （ 寺沢梶人 ） 

 議員ご質問のとおり、人・農地プランでの委員会でもあります議員がおっ

しゃった組織でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ４番。 
４番 （ 大山善治郎 ） 

 わかりました。では、１点、中間管理機構については終わります。 
 ２つ目の質問は大変抽象的で町長にご迷惑をおかけいたしましたが、我々
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前職から考えてこういう小農というものをいかにして育てていくかというよ

うなことを考えていまして、なかなかいい策が見つからなかったんですが、

後ろ盾があればいいなと思ったら棄権したということになりまして、方向性

だけお聞きいたしましたけれども、方向性としては十分ではないかなという

感じがいたします。 
 今のまち・ひと・しごと総合戦略のところを読ませていただきましたけれ

ども、確かにいい戦略だなと、これが実現できればすごい成果になるだろう

なというふうな感じで読みましたけれども、個々の施策が一つ一つというこ

とで総花的ではなかろうかというような感じがいたしまして、それが一体的

になっているのかなという感じを受けました。 
 この質問の背景には大規模化は限界があるというのが新聞報道ではちょく

ちょく載ってまいりまして、イタリアでは失敗例もあるし、さっき先ごろの

農業新聞では韓国が農村振興庁を設立して、超小農プロジェクトということ

で小農を強くするプロジェクトを政府、それから農協中央会等挙げて推進し

て、精度が上がっているというものがございまして、こういう方向ができれ

ば大変いいのかなと思っていたんですが、ちょっとできそうもないので。 

 ただ、町としてもし私の総花的という指摘が合っているとすれば、農業関

係に関して何らかの形で統合して一体的に考える方法もあるのではないかな

という気がしておりましたら、これも新聞報道ですが、大仙市が産業構想と

いうものを数年前からやっておりまして、花火とかいぶりがっことかいうも

のをやって、花火は大分成功したようでございまして、地域経済の活性化を

目指していることなんだそうです。 

 そして、たしか今年度は農業の産業構想を策定してしたという記事が載っ

ておりまして、もしかしたらこういうような方策をとればより合理的な農業

政策ができるのではないかなというような思いがありまして、これの宣言を

題材にして質問したところでございます。 

 そういうような方向性をとる可能性はありますでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 農林課長。 
農林課長 （ 寺沢梶人 ） 

 お答えします。 
 今議員がおっしゃられました大仙市の産業構想、地域経済等々についての

プロジェクト、まだ私どもとしては勉強不足というのが現状であります。 

 いずれその構想はまだないわけですけれども、今後検討しながら考えてい

きたいと思います。いずれその中に小農ということで、専門家の言葉でもあ

ります。地産地消、旬産旬消、フードマイレージ、食と農を結ぶとか、安定

した農村社会基盤の維持強化、農業への国民理解等々を網羅したことを検討

しながら考えていきたいと思っております。 

 以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 ４番。 

４番 （ 大山善治郎 ） 
 ありがとうございました。 

 ちょっと聞き忘れて、小さなことで申しわけないんですが、家族協定の締

結農家数、それから集落営農の数を教えてください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 農林課長。 
農林課長 （ 寺沢梶人 ） 

 済みません、集積のほうですか。（「家族協定のほう」の声あり） 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 農業委員会事務局長。 

農業委員

会事務局

長 

（ 信太清勝 ） 

 集落営農経営者、経営数は２０経営体でございます。 

 家族経営協定の資料は今現在ちょっと持ち合わせておりませんので、調べ

て報告をします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ４番。 
４番 （ 大山善治郎 ） 

 ありがとうございます。 

 最後に、人の言葉をかりて締めにしたいと思います。須賀田菊仁さんとい

う農水省で金融課長、金融局長などを歴任した人ですが、「兼業農家でも他

産業並みの所得を上げようという方には、将来の効率的・安定的経営として

育成を図っていきたい。それ以上の方々は集落営農経営の中に参加してもら

う」というような言葉がございまして、方策の１つとして小農を守るという

形としては、このような方向ももしかしてあるんではないかなということを

つけ加えて終わりにいたします。ありがとうございました。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ４番さん先ほどの農業委員会のほうからの答弁、資料を後で大山議員のほ

うに届けさせます。 
 ４番、大山善治郎議員の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 
 本日は、これで散会いたします。 

  

 

                         午前１２時００分  散 会 
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